
（株）HPDコーポレーション

【気象情報】
気象庁発表HP、確認内容（天気図、降水率、風、波高、各種注意報、警報有無）
※台風等の低気圧発生、落雷、�時間後、�時間後の海峡の変化と長期予報確認。

【発航中止基準】
沖　合）・波高�.�m以上　・風��m/s以上　　・視程���m以下
桟　橋）・波高�.�m以上　・風��m/s以上　　・視程���m以下
上記基準のいずれかに達していると認めるときは、運航を中止する。

【発航前中止基準】（※船舶運航が催行予定でも下記条件に達することが予測される場合）

船長は、発航前において、航行中に遭遇する気象・海象(視程を除く)に関する情報を確認し、
下記条件の一に達する場合は発航を中止する。

○風速��m/s以上　波高�.�m以上　
発航の中止を決定したときは、旅客の降船、保船措置その他適切な措置を行う。

【航行中止基準】
船長は、航行中の気象の変化が下記条件に達する場合は目的を中止し帰航又は臨時寄港を行う。
○風速��m/s以上　波高�.�m以上　
※運航の可否判断に定められている値。
※欠航基準は陸からの予測であり、沖合いは風が強い事がある為、出航時��m/s以下であっても、沖合いで瞬間最大風速��m/sになった場合は
航行中止とする。
船長は、航行中視程に関する情報を確認し、下記条件に達する場合は基準航行を中止し、当直体制の強化（船長と船員は共に、海面や周囲を航行する船舶監視を行う）
を図るとともに、その時の状況に適した安全な速力まで減速し、状況に応じて停止、基準経路変更措置を行う。

【通　　信】　　
衛星電話搭載　クマノミ号　・コーストビュー�　・ブラックシャーク号
船長は操船する船舶の通信確認を発航前点検の際に運航管理者と通信を行い確認する。

【定員】
各船舶定員内の予約を行い、乗船名簿を用いて搭乗者を確認する。
船長は定数内の乗船人数を確認し運航する。
船長は船舶定員の定めを遵守する。

船名
法定定員数

予約受付定員
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��名

��名

ｺｰｽﾄﾋ ｭ゙ｰ�
��名

��名

ﾌﾞﾗｯｸｼｬｰｸ号
��名

��名

【救命胴衣着用規則】
全船舶（クマノミ号を除く）は船員、乗客全員が救命胴衣（国土交通省認定マーク有）
を着用する。
※クマノミ号は船内に乗客が着用できるサイズの救命胴衣を備える。
※予約定員人数、大人、小人、幼児の定員の定めなし。乗船する全ての人員に適正サイズ救命胴衣を着用できる数を準備する。

��

クマノミ号 大人 小人 幼児

船舶装備着数 �� ��

�

コーストビュー� 大人 小人 幼児

船舶装備着数 �� ��

�

ブラックシャーク号 大人 小人 幼児

船舶装備着数 �� ��

事業種類：旅客不定期航路事業



○安全衛生管理

人命の安全、及び衛生に関する業務についての規定 
船員は船長の指示の下、乗客の乗降時安全確保を行う。
旅客に禁止事項を遵守してもらう。違反行為が起きた場合は速やかに船長の指示に従い解決策を講じる

旅客の禁止事項　
次にあげる行為は法令により禁止されております。 これに違反すれば罰せられることが ありますのでご注意下さい｡

(�) みだりに船舶の操舵設備その他の運航のための設備又は船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作すること。
(�) 「みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立入ること｡
(�) 船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること。 
(�) みだりに消火器、 非常用警報装置、 救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置又は器具を操作し、 又は移動すること。
(�)みだりにタラップ、 しゃ断機その他乗船者の乗下船又は転落防止のための設備を操作し、又は移動すること。
(�)みだりに乗船者の乗下船の方法を示す標識その他乗船者の安全のために掲げられた標識又は掲示物を損傷し、又は移動すること。
(�) 石、ガラスびん、 金属片その他船舶又は船舶上の人若しくは積載物を破損するおそれのある物件を船舶に向って投げ、 又は発射すること。
(�) 海中投棄を禁止された物品を船舶から海中に投棄すること。
(�)他の乗船者に不快感を与え、 又は迷惑をかけること｡
(��)船内の秩序若しくは風紀を乱し、又は衛生に害のある行為をすること。
　   旅客は、 乗下船その他船内における行動に関し、 船長又は当社の係員が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。
　  船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、 下船を命じることがあります。

○船舶保全

【整　　　備】
清掃を毎日実施する。船内の破損等異常の有無確認し修繕する。

【年　　　間】
各船舶の冬期整備を実施する。船を上架し船底付着物の除去、オイル、冷却装置、排気等の経年劣化箇所を確認する。また異常のある部品は交換する。船体に異常が
発見された場合、船長は、運航管理者に報告し修繕を行う。

【船舶運航に係わる業務、及び船舶の保安】
（運航手順）海上運行の際は、各船舶の当社実施手順に従い、定められた操船を行う。
（記　　録）運航中止の措置及び協議の結果等を発航前点検記録簿に記録。

【アルコール検査】　
船長は検知器を使用し第三者立ち会いのもとでアルコール検査を行い検査記録に記入する。

【船舶の保安】
運航前点検/発航前点検
船長は運航開始前に、船体、機関（エンジン）係船設備等の異常有無を確認し、異常が認められた際は運航管理者に報告し運航可否判断を行う。

【船舶検査】　
クマノミ号/令和�年��月��日定期検査済。
コーストビュー�/令和�年��月��日定期検査済。
ブラックシャーク号/令和�年��月��日中間検査済。

【損害賠償保険に関する内容】
船客傷害賠償保険賠償限度額：船客１人あたり�,���万円
契約期間：２０２２年６月３０日～２０２３年６月２９日　毎年更新


